
広報「ふくやま」プレゼント企画実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、広報「ふくやま」の精読率を向上させるとともに、福山市内の優良な物品等を紹介

することで本市の魅力を発信することを目的とするプレゼント企画を、広報紙「ふくやま」（以下「広

報紙」という。）及び電子版広報「ふくやま」（以下、「電子版広報」という。）に掲載することについて

必要な事項を定めるものとする。「プレゼント」とは、広報紙及び電子版広報に掲載のアンケートに答

えた市民を対象に、抽選で提供されるものとする。 

 

（掲載の位置等） 

第２条 プレゼント企画は、広報紙及び電子版広報で紹介するものとする。 

２ プレゼント企画の具体的な掲載の位置、大きさ及び表現は、市が指定する。 

３ プレゼント企画の掲載は、原則として１号につき１件とする。 

 

（プレゼントの基準） 

第３条 プレゼントは、原則として有体物又はサービスの提供とし、市民の福祉の増進又は利便性の向上

に寄与するもので、次の基準のいずれかに当てはまるものとする。 

（１）福山ブランド認定及び登録に関わる品 

（２）福山の魅力を感じられる品 

（３）ばらの花に関するもの 

（４）認定ばらグッズ 

（５）伝統工芸品 

（６）障害者優先調達推進法（平成 24年法律第 50号）に関するもの 

（７）ふくやま SUN・ふくやま生まれ 

（８）福山市及び広島県オンリーワン・ナンバーワンホームページ掲載取扱要領により掲載を決定さ

れている、オンリーワン・ナンバーワン企業の製品 

（９）市内に主たる事業所を有する事業者が製造又は販売するもの 

（10）その他市長が適当であると認めるもの 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合はプレゼントとしない。 

（１）法令等に違反するもの 

（２）公序良俗に反するもの 

（３）政治性があるもの 

（４）宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なもの 

（５）人権侵害、差別若しくは名誉棄損となるもの 

（６）消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの 

（７）青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの 

（８）その他市長が不適当であると認めるもの 

 

（プレゼントの規格） 



第４条 プレゼントは、原則として希望小売価格で総額５，０００円（消費税及び地方消費税の額を除

く。）相当以上のものとする。 

２ プレゼントは、原則として２名以上に提供するものとし、１名当たり希望小売価格で総額１，０００

円（消費税及び地方消費税の額を除く。）相当以上のものとする。 

３ プレゼントは、原則として無償で引換えができるものとする。 

４ プレゼントの引換期限は、原則として掲載号の発行日から起算して２カ月以後に設けるものとする。 

 

（プレゼント提供の募集） 

第５条 プレゼント提供者の募集は、広報紙及び電子版広報により公募するものとする。 

２ プレゼント提供希望者は、この要領を熟覧の上これを遵守し、広報「ふくやま」プレゼント提供申込

書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

３ 掲載決定の有無にかかわらず、申込み後に辞退する場合は、広報「ふくやま」プレゼント提供申込辞

退書（様式第２号）を市長に提出するものとする。 

 

（掲載の決定） 

第６条 市は、基準を満たして提出されたプレゼント提供希望の中から、市民の福祉の増進への寄与度、

産業の振興への寄与度、バリエーション、相当価格、編集上の利点等を総合的に判断して掲載を決定す

る。 

２ 市は、原則として掲載号の発行日から起算して６カ月以内に発行される広報「ふくやま」には同一の

事業者を掲載しないものとする。 

３ 市は、原則として掲載号の発行日から起算して１２カ月以内に発行される広報「ふくやま」には同一

のプレゼントを掲載しないものとする。 

４ 市は、掲載を決定した事業者（以下「掲載事業者」という。）に対して、原則として掲載号の発行日

から起算して１カ月以上前に広報「ふくやま」プレゼント掲載決定通知書（様式第３号）を交付する。 

 

（原稿の作成） 

第７条 掲載事業者は、原稿作成に必要なデータ又は撮影機会等を市が求めた場合は、速やかに対応する

ものとする。 

２ 市は、掲載事業者に掲載案を送付し、校正の機会を設けるものとする。 

３ 市は、前項の校正が終了した後に、原稿の最終決定を行うものとする。 

 

（プレゼントの提供方法） 

第８条 プレゼントは、原則として、市が作成する引換券により掲載事業者の福山市内の店頭において引

き換えるものとする。 

２ 前項の場所で提供ができない場合は、市長が適当であると認める場所において引き換えるものとす

る。 

３ 当選者の決定は、掲載月の翌月５日以内に行う。ただし、市が閉庁日のときは翌開庁日までに行う。

決定から５日以内に当選者へ市が引換券を発送するものとする。 

４ 引換券には、シリアルナンバー及び引換期限を印字するものとする。 



５ 掲載事業者は、引換期限内に引換券を持参した者に対し、掲載したプレゼントを提供するものとす

る。 

６ 前項の提供が直ちにできない場合は、掲載事業者の責任及び負担において郵送等の措置を講じるも

のとする。 

７ 掲載事業者は、プレゼントの提供をする際に、引換券を持参した者に対して商品の購入、体験等の責

務を課すこと又は割引等プレゼント以外の利益を与えることをしてはならないものとする。 

８ 前各項の規定にかかわらず、プレゼントがチケット又はこれに類するものである場合は、市は、掲載

事業者から納品された当該プレゼントを発送することができる。 

 

（掲載の取消し） 

第９条 市は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、掲載事業者の掲載を取り消すものとす

る。 

（１）応募内容に偽りがあったとき。 

（２）プレゼントの提供を適切に行うことができないとき。 

（３）当該掲載事業者から辞退の申出があったとき。 

（４）前各号に掲げるもののほか、掲載が適切でないと認めるとき。 

 

（情報提供及び二次利用） 

１０条 市は、掲載事業者に対して、プレゼントの引換えに必要な情報（個人情報を除く。）を提供する。 

２ 掲載事業者は、掲載号の広報「ふくやま」のプレゼント企画記事を印刷して広告等に使用することが

できるものとする。ただし、広報「ふくやま」の改変等をすることはできない。 

 

（損害賠償） 

第１１条 市は、掲載事業者がプレゼントの提供を履行せず、市、当選者又は第三者に不利益が生じた場

合は、掲載事業者に損害賠償を請求することができる。 

 

（掲載事業者の責務） 

第１２条 プレゼントの内容に関し生じた責任は掲載事業者が負う。 

２ 掲載事業者は、市税等を完納していなければならない。 

 

（実施報告） 

第１３条 掲載事業者は、引換期限満了後、速やかに広報「ふくやま」プレゼント引換実施報告書（様式

第４号）を市長に提出するものとする。 

 

（その他） 

第１４条 この要領に定めのない事項は、情報発信課において定めるものとする。 

 

附則 

この要領は、２０１８年（平成３０年）８月３１日から施行する。 



 

附則 

この要領は、２０１９年（令和元年）９月３０日から施行する。 

 

附則 

この要領は、２０２０年（令和２年）４月１日から施行する。 

 

附則 

この要領は、２０２３年（令和５年）１２月１日から施行する。 

 


